
平成３０年度労働行政のあらまし 

HOKKAIDO  LABOUR  BUREAU 

厚  生   労  働  省  北  海  道  労  働  局 

労働基準監督署 公共職業安定所 

      誰もが安心して働ける 
北海道をめざして 

  北海道労働局は、働く人々が健康で安心して働き、豊かでゆとりの

ある職業生活を送ることができる職場づくりに向けて、さらに専門性
と総合性を高め、積極的に労働行政を推進してまいります。 
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  北海道労働局は厚生労働省の地域における総合労働行政機関として、

総務部、労働基準部、職業安定部、雇用環境・均等部などが連携し、労働
基準監督署、公共職業安定所と一体となり、北海道内の働く環境の整備及
び職業の確保、男女の均等な雇用機会の確保などを図るため、様々な業務
を行っております。 
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１ 働き方改革の着実な実行や人材確保対策の推進等を通じた労働環境の 
 整備・ 生産性の向上 

（１）働き方改革の推進 

 「北海道働き方改革・雇用環境改善推進会議」を開催するとともに、「北海道における働き方改革・雇用
環境改善に向けた共同宣言」及び「北海道働き方改革・雇用環境改善プラン」並びに金融機関等との連携
協定に基づき、管内主要企業のトップ及び関係団体への働きかけ等を通じ、道内全体における働き方の
見直しに向けた気運の醸成に努めます。 

 中小企業・小規模事業者に対して、「北海道働き方改革推進支援・賃金相談センター」において、個別相
談・支援を実施するとともに、業務改善助成金や時間外労働改善助成金の活用促進により、生産性向上
による賃金引上げ、労働時間短縮のための支援を行います。 
 また、無期転換ルールの普及等、労働条件及び職場環境の改善についての周知・啓発を行います。 
  

年間総実労働時間の推移(全国・北海道) 
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資料出所：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（事業所規模５人以上。平成２９年の北海道の値は北海道推計値） 

 我が国の持続的な経済成長のためには、企業収益の拡大を賃金上昇、雇用・投資拡大につなげ、経済
の好循環を継続的なものとするとともに、全ての人材が能力を高め、その能力を存分に発揮できる全員参
加型の社会を構築していくことが重要です。 

 このため、「働き方改革」の推進を通じた労働環境の整備・生産性向上の実現、女性、若者、障害者、高
年齢者等の多様な働き手の参画推進等の施策に取り組む必要があります。 

 北海道労働局においては、現下の雇用や労働条件等の動向に対応するとともに、中長期的には全ての
人々が、その能力を存分に発揮し、公正、適正で納得して働くことができ、安全で健康に安心して働ける職
場環境の実現のため、総合労働行政機関としての機能を地域の中で十分に発揮すべく、以下の課題等に
十分留意しつつ、効果的な取組を進めます。 
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 非正規雇用労働者の正社員転換・同一労働同一賃金の実現に向け、支援機関との連携やキャリアアッ
プ助成金の活用促進により、待遇改善を推進します。 

（２）雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保など非正規雇用の処遇改善 
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資料出所：厚生労働省「就労条件総合調査」 ＊平成19～21年は北海道の数値がないため未計上 

（％） 

（日） 

（３）長時間労働の是正及び労働災害防止・健康確保対策の推進 

 ア 労働条件の確保・改善 

① 働き方改革の柱として、
長時間労働の抑制や過重
労働による健康障害の防
止、賃金不払残業の防止
を始めとする法定労働条
件の履行確保を図るため、
監督指導を徹底します。 
② 平成30年4月に各労働

基準監督署に新たに設置
した労働時間相談・支援
コーナーで、主に中小企業
の事業主の方に対し、法
令に関する知識や労務管
理体制についての相談や
支援を行います。 
③ 過労死等防止対策につ 
 いて、過労死等防止対策 
 推進法に基づき、北海道  
 等と連携を図りながら効果 
 的に推進します。 

 

               申告・相談件数の推移         （件） 

 資料出所：北海道労働局業務統計 
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イ 労働者の安全と健康確保対策の推進 

－  第１３次労働災害防止計画の目標（北海道労働局）－ 

 １ 死亡労働災害の撲滅を目指して、２０１７年と比較して、２０２２年までに労働災害による死亡者
の数を２０％以上減少させること。 

 ２ ２０１７年と比較して、２０２２年までに労働災害による休業４日以上の死傷者数を５％以上減少
させること。 

① 死亡災害を始めとする労働災害の大幅な減少を最優先課題として、建設業、製造業、林業、陸上 
  貨物運送事業、第三次産業（小売業、社会福祉施設、飲食店）を中心として取り組みます。 
   死傷者数の４分の１を占める転倒災害及び冬季特有の労働災害の防止に取り組みます。 
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                全産業における死傷者数の推移                

② 特定化学物質等を対象に、職業性疾病予防対  
 策等の推進を図ります。  
  また、ラベル表示と安全データシート（ＳＤＳ）の 
 入手・交付の徹底及びリスクアセスメントの実施 
 について指導していきます。 
③ 過重労働による健康障害防止や事業場におけ 
 る産業医・産業保健活動を推進するとともに、スト 
 レスチェック制度の適切な実施等、職場における 
 メンタルヘルス対策を推進します。 
④ 労働者の治療と職業生活の両立を図るため、  
 「事業場における治療と職業生活の両立支援の
ためのガイドライン」の周知や両立支援の取組の
促進を図ります。 
 

   メンタルヘルス対策への取組状況 

資料出所：北海道労働局業務統計 
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  メンタルヘルス対策に関する 

   審議状況 

イ 事業場におけるメンタルヘ 

  ルスの実態把握状況（休業者 

  の状況等） 

ウ 心の健康づくり計画の策定 

   状況 

エ メンタルヘルス推進担当者 

   の選任状況 

オ メンタルヘルスに関する教育研修 

     の実施状況 

 
労働者50人以上及び30人以上50人未満の主要な４業種（製造業、
建設業、運輸業、社会福祉施設）に精神障害に係る労災請求の多
い卸売業、小売業、医療保健業、通信業、情報処理サービス業を
加えた９業種の１１，００４件の自主点検結果 

※各災防計画の最終年の死傷者数を前災防計画の最終年の死傷者数と比較したもの   資料出所：北海道労働局業務統計 

 災防計画 
 （計画期間） 

第７次防 
（S63-H4） 

第8次防 
（H5-H9） 

第9次防 
（H10-H14） 

第10次防 
（H15-H19） 

第11次防 
（H20-H24） 

第12次防
（H25-H29） 

死傷者数 
 比較（※） 

▲2,531 
（-18.9%） 

▲1,714 
（-15.8%） 

▲1,324 
（-16.9%） 

▲362 
（-4.6%） 

▲949 
（-12.7%） 

163 
（+2.5%） 

（人） （人） 
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（４）人材不足分野などにおける人材確保対策の推進と生産性向上による労働環境の整備 

 介護、看護、保育といった福祉分野や、建設、運輸及び警備などの分野において人材不足の状態が続い
ており、人材確保を図るため、関係機関と連携しつつ求職者及び求人者の支援を行いマッチングの強化を
図るとともに、雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」と企業の生産性向上の取組への支援を推進しま
す。 

 常時雇用する労働者が３０１人以上の企業における女性活躍推進法に基づく取組の実効性確保を図る
とともに、３００人以下の中小企業の取組を支援します。 

 さらに、企業のポジティブ・アクションの取組を推進するため、女性活躍推進法認定マーク（愛称：えるぼ

し）の取得支援や助成金の活用を進めます。 

（１）女性の活躍推進等 

２ 女性、若者、障害者、高年齢者等の多様な働き手の参画 

女性活躍推進法認定マーク 
 愛称 ： えるぼし 
左側 １段階目 
中央 ２段階目 
右側 ３段階目  

 また、希望に応じた働きやすい環境を整備するとともに、出産・子育て等で離職した者への再就職支援が
課題となっており、女性が意欲と能力を十分に発揮していく必要があります。 

 子育てと仕事の両立を望む女性等にマザーズハローワーク等において、一人ひとりの希望や状況に応じた
きめ細かな就職支援を行います。 
 
（２）若年者の雇用対策の推進 （２）若年者の雇用対策の推進 
 
 
 

 新規学卒者については
早期からの職業意識形成
に取り組むとともに、マッチ
ングによる就職支援を強化
する必要があります。   

 フリーター等については
正社員として就職し、職場
定着を図る必要がありま
す。 

 関係機関と連携し、職業
講話、就職準備講習、就職
支援セミナー、模擬面接、
就職面接会、求人情報提
供、求人開拓及び個々の
ニーズに応じた個別相談
等を実施します。  

 
  

                                                                                    資料出所：北海道労働局業務統計 
                                                                                                        各年度３月末現在の値 
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求職者数 8,579 7,776 7,609 7,700 8,070 7,902 7,948 8,115 8,034 7,634

道内求人数 9,020 7,577 8,101 8,572 9,770 11,825 13,827 15,271 16,324 18,034

就職内定者数 7,125 6,212 6,471 6,774 7,493 7,536 7,690 7,945 7,892 7,509

就職内定率 83.1 79.9 85.0 88.0 92.9 95.4 96.8 97.9 98.2 98.4
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新規高等学校卒業者の就職状況 
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  「生涯現役社会」の実現を目指して、定年延長・継続雇用の延長に向けた環境整備など事業主への助
言・指導を行うとともに、年齢にかかわりなく働くことができる企業の普及に向け相談援助を行います。 

 また、再就職を希望する高年齢者に対してはハローワークにおいてきめ細かな職業相談を行い、高年齢
者の多様なニーズに対応した就業機会の確保に向けた取組を進めていきます。  

（４）高年齢者の雇用対策の推進 

 障害者雇用の促進を図るため、法定雇用率未達成の企業に対する職業紹介業務と一体となった指導
や、ハローワークにおける障害の種類及び程度等障害者の個々の状況に応じたきめ細かな職業相談・
職業紹介、企業への意識啓発や就職後の定着支援等の事業主支援などの効果的な実施に努めます。 

 また、医療機関との連携のもとに、がん等の長期にわたる治療等が必要な疾病を持つ求職者の就職
支援などに取り組みます。 

（３）障害者、難病・がん患者等の雇用対策の推進 

障害者の雇用状況 

                                                                                    資料出所：北海道労働局業務統計 
                                                                                                        各年度３月末現在の値 

                                                        平成２９年度については平成３０年２月末現在の値 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

有効求職者数 7,185 7,983 8,871 9,234 10,384 11,130 11,497 12,102 12,095 12,898

紹介件数 9,611 11,437 11,822 12,466 13,440 14,105 14,412 15,706 15,735 14,003

就職件数 1,925 2,146 2,418 2,736 3,192 3,860 4,245 4,628 4,597 4,301

実雇用率 1.74 1.77 1.85 1.73 1.78 1.85 1.9 1.95 2.06 2.13
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 生活保護受給者や児童扶養手当受給者等の就労による自立を促進するため、地方自治体と一体と
なった就労支援を実施するとともに、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等関係機関と
の連携を図ります。 

 また、雇用保険制度、求職者支援制度、特定求職者雇用開発助成金等の活用など、重層的な雇用の
セーフティネットを構築し、積極的な就労支援に努めます。 
  

エ 重層的なセーフティネットの構築  

 地域における雇用施策を推進するため、地方自治体と連携し、国が行う雇用施策と地方自治体が行
う業務の一体的実施の取組を推進します。 

 このため、北海道及び５市（札幌市、旭川市、函館市、北見市、釧路市）と連携し、道や市が実施する
生活・相談等とハローワークが実施する職業相談・職業紹介を一体的・総合的に提供する施設を１７か
所設置しています。  
 また、雇用機会が不足している地域における自発的な雇用創造の取組を支援します。 

ウ 地方自治体等と一体となった雇用対策の推進  

  離職者等がこれまでの職務経歴にかかわらず、能力開発とキャリアアップの機会が与えられ、将来に

夢や希望を持ち、安心して職業生活を送ることができるよう、公的職業訓練機関や民間教育訓練機関等
と連携し、ものづくりのほか、介護、情報通信分野などの成長分野等の実践的な職業訓練（ハロートレー
ニング）を推進するとともに、訓練受講中から修了後まで、担当者制も含めたきめ細かな就職支援を実
施し、早期の就職を促進します。 
 また、労働生産性の向上に取り組む事業主に支援を行います。 

イ 職業能力開発による就職等支援  

 多くの求職者が正社員として 
の就職を希望していることを踏ま
え、求人者に対して、求人開拓や
求人受理窓口等のあらゆる機会
をとらえて正社員求人の提出を
促すとともに、求人充足を意識し
た取組や求人内容の正確性、適
法性の確保に努めます。 
 また、求職者の希望と求人条件
のミスマッチを解消するため、求
職者、求人者のニーズの把握に
努め、ハローワークのノウハウを
最大限に活かしたきめ細かな求
人者、求職者サービスを実施しま
す。 
 

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

新規求職申込件数 337,271 351,058 353,025 348,427 309,819 288,868 270,711 251,706 238,747 227,176

新規求人数 231,622 222,813 246,630 273,010 299,317 341,569 358,959 374,167 383,593 389,213

就職件数 76,765 79,760 81,587 83,469 81,083 81,448 75,741 72,156 67,337 63,585

有効求人倍率 0.43 0.35 0.41 0.46 0.57 0.74 0.86 0.96 1.04 1.11
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有効求人倍率・就職件数等の推移 

資料出所：北海道労働局業務統計 
各年３月末現在の値 

ア 職業紹介業務の充実強化による効果的なマッチングの推進  

（１） 地域の実情に即した雇用対策の推進 

１ 職業安定行政の重点施策 
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 労働者派遣法の改正か
ら３年目となり、平成３０年
度は特定労働者派遣事業
の経過措置の終了、雇用
安定措置の実施等派遣事
業関係者による制度の十
分な理解と適正な対応が
求められます。        

 また、平成２９年度に改
正された職業紹介の機能
強化及び募集情報等の適
正化を図るための関係法
令の周知と労働者派遣事
業及び民間職業紹介事業
に対する指導監督に万全
を期します。 

１９年

度 

２０年

度 

２１年

度 

２２年

度 

２３年

度 

２４年

度 

２５年

度 

２６年

度 

２７年

度 

２８年

度 

特定労働者派遣事業所 1,300 1,628 1,792 1,891 1,969 2,103 2,091 2,161 2,338 1,980

一般労働者派遣事業所 796 792 747 690 635 601 602 595 619 703

派遣労働者数 69,063 73,724 61,960 57,960 58,178 61,068 55,788 64,484 40,950

0

10,000

20,000
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80,000
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1,000
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2,000
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資料出所：北海道労働局業務統計 
                                                                  

労働者派遣事業者と派遣労働者数 

（３）民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進    

 ハローワーク札幌内に
設置している留学生コー
ナーにおいて、外国人留
学生の就職支援を行いま
す。 
 在留資格の範囲内で就
労する外国人労働者につ
いての外国人雇用状況届
出制度の徹底を図るととも
に、外国人労働者が安心
して働けるよう事業主に対
して雇用管理の改善に係
る指導を行います。 
 また、外国人技能実習
制度が適正に推進される
よう、関係機関と連携して
取り組みます。 

外国人労働者数と雇用事業場数 

資料出所：北海道労働局業務統計 
 

イ 外国人材の受入れ  

（２） 求職者の状況に応じた就職等の支援 

（件） 

（件） 

（人） 

（人） 

※ 

 ア 季節労働者の通年雇用化の推進と雇用の安定等  

  季節労働者の通年雇用を促進し、雇用と生活の安定を図る必要があることから、職業相談・職業紹介

の充実、労働移動による常用雇用の促進、求人確保、通年雇用助成金の活用及び通年雇用促進支援
事業等を実施し、雇用の安定化の取組を推進します。 

２０年

度 

２１年

度 

２２年

度 

２３年

度 

２４年

度 

２５年

度 

２６年

度 

２７年

度 

２８年

度 

２９年

度 

事業所数 1,306 1,555 1,874 2,181 2,244 2,416 2,628 2,949 3,217 3,783

外国人労働者数 5,266 6,125 8,145 9,403 9,250 9,894 11,199 12,372 15,081 17,756
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4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

0

500

1,000
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※ 統計方法の変更により 平成27年度の派遣労働者数については 
   比較対象とならないため計上していない。 
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２ 労働基準行政の重点施策 

（１）最低賃金制度等の適切な運営等 

ア 最低賃金の周知及び履行
の確保を効果的に推進します。 

 

イ 最低賃金の引上げに向けた
中小企業・小規模事業者への
各種支援策の利用促進に連
携して取り組みます。  

   
  
    

最低賃金の件名 
時間額 

（円） 
効力発生日 

北 海 道 最 低 賃 金 ８１０ 平成29年10月1日 

処 理 牛 乳 ・ 乳 飲 料 、 

乳 製 品 、 糖 類 製 造 業 

鉄 鋼 業 ９２７ 平成29年12月1日 

電 子 部 品 ・ デ バ イ ス ・ 電 子 

回 路 、 電 気 機 械 器 具 、 情 報 

通 信 機 械 器 具 製 造 業 

船 舶 製 造 ・ 修 理 業 、 

船 体 ブ ロ ッ ク 製 造 業 

８４５ 平成29年12月１日 

８５０ 

８４２ 

平成29年12月1日 

平成29年12月1日 

（２） 労災補償対策の推進 

ア 労働災害による負傷及び
業務上疾病について、各種
認定基準等を的確に運用し、
迅速・適正な労災補償に努
めるとともに、相談者等に
対しては懇切・丁寧な対応
に努めます。  

 

イ 脳・心臓疾患及び精神障
害に係る請求事案について、
認定基準に基づき、迅速・
適正な事務処理に努めま
す。 

 

ウ 石綿ばく露による石綿関
連疾患について、石綿によ
る健康被害の救済に関する
法律を始めとした補償（救
済）制度の周知を図り、迅
速・適正な補償・救済に努
めます。 

 

資料出所：北海道労働局業務統計 
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        新規受給者数の推移          （件）  

  脳・心臓疾患、精神疾患労災補償状況     （件） 

資料出所：北海道労働局業務統計 
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（１）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進 

 労働者が職場において性別により差別されることなく、また、女性労働者が妊娠・出産等を理由とする 

不利益取扱いを受けることなく、就業を継続できるよう、男女雇用機会均等法の周知、事業主への助言・

指導、労使間の紛争の解決援助を行います。 

 

３ 雇用環境・均等行政の重点施策 

（２）職業生活と家庭生活の両立支援対策の推進 

 労働者が子育てや介護をしながら働き続けられるよう、改正育児・介護休業法の確実な履行確保に努め

るとともに、助成金の活用などにより、中小企業における雇用環境の整備を支援します。 

 また、次世代育成支援対策推進法の履行確保に努めるとともに、男性労働者の育児休業利用を促進し、

次世代認定マーク（愛称：くるみん・プラチナくるみん）取得企業の増加に取り組みます。 

 

17.1  

72.1  

82.1 

75.2  73.4  77.0  
79.4  

78.1  

72.1  

54.9  

16.5  
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74.6  
77.5  75.7  
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90.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上 

全国 

北海道 

(％) 

   女性の年齢階級別労働力率(平成２９年)    

資料出所：総務省「労働力調査」を基に北海道労働局作成 

次世代認定マーク 愛称 ： 左 くるみん、 右 プラチナくるみん  



（３）パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保等対策の推進 

  

 

 

 北海道労働局及び道内の労働基準監督署などに年間約３万４千件の労働相談が寄せられています。 
 パワーハラスメントやいじめ・嫌がらせ、不当解雇などの民事的な相談については、労使の自主的な
解決を促す 「助言・指導」や北海道労働紛争調整委員会による「あっせん」 を実施し、労使紛争の解決
を図ります。 

  

 パートタイム労働法の履行確保に努め、 パートタイム労働者の均等・均衡待遇と正社員への転

換を推進します。 

（４）個別労働関係紛争の解決の促進 

４ 労働保険適用徴収行政の重点施策 

 労働保険制度は、それ自体が労働者のセーフティネットであるとともに、セーフティネットとしての各種施
策を推進する財政基盤となるものです。公平・的確な労働保険の運営のため、労働保険の未手続事業の
一掃と労働保険料等の適正徴収に努めます。 

12 

いじめ・嫌がらせ 

25.6% 

その他の 

労働条件 

15.9% 

自己都合退職 

13.5% 

解雇 9.7% 
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労働条件引下げ 
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懲戒処分 1.2% 

出向・配置転換      

0.8% 

定年・年齢差別 

0.5% 
その他 11.6% 

平成29年度 

 民事上の個別労働紛争相談の内訳 

民事上の個別労働
紛争相談合計 

7,694 件 

解雇 

28.5% 

いじめ・ 

嫌がらせ 

22.7% 
その他の 

労働条件 15.2% 

雇止め 

8.2% 

労働条件引下げ 

4.7% 

自己都合退職 

3.5% 

退職勧奨 3.1% 

賠償 2.3% 

懲戒処分 2.3% 

採用内定取消 

2.0% 

出向・配置転換 

2.0% 
その他 

 5.5% 

平成29年度  

あっせん申請内容の内訳 

あっせん合計 

256件 



５ 相談・申請窓口 

・職業の相談、職業の紹介 
・求人の受理、求人についての問い合わせ 
・職業訓練の申込み 
・雇用保険の加入手続 
・雇用保険の受給手続 
・高年齢者、障害者、外国人、子育て中の女性の求職相談 
・各種助成金についての相談 

（ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
） 

公  

共  

職  

業  

安  

定  

所 

・賃金未払、解雇手続、労働時間管理についての相談 
・長時間労働、賃金不払残業についての相談 
・休日、有給休暇についての相談 
・最低賃金についての相談 
・会社が倒産した場合の未払賃金についての相談 
・事業場で労働災害が発生した場合の報告 
・クレーン、ボイラー等の検査についての相談 
・事業場内における安全管理、衛生管理についての相談 
・メンタルヘルス、ストレスチェック等についての相談 
・粉じん、石綿（アスベスト）等についての相談 
・労働者災害補償保険（労災保険）の請求及び相談 
・労働保険の加入手続、労働保険料の徴収についての相談 

・職場におけるパワーハラスメント（パワハラ）についての相談 
・職場におけるいじめ、嫌がらせについての相談 
・解雇及び雇止めの理由についての相談 
・事業者と労働者間の民事的紛争についての相談 
・男女雇用機会均等法についての相談※ 
・育児・介護休業法についての相談※ 
・パートタイム労働法についての相談※ 
・職場におけるセクシュアルハラスメントについての相談※  
・職場におけるマタニティハラスメントについての相談※   

労  

働  

基  

準  

監  

督  

署 
 

総
合
労
働
相
談
コ
ー
ナ
ー 

 
 

 

（労
働
基
準
監
督
署
内
） 

 

雇
用
環
境
・均
等
部 

 
 

 
 

※印の相談については、雇用環境・均等部に専門の相談員を配置しています。   

・労働者派遣事業についての相談・申請 
・民営職業紹介事業についての相談・申請 
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北海道労働局・労働基準監督署・公共職業安定所の所在地 

北海道労働局 

〒 ０６０－８５６６ 

札幌市北区北８条西２丁目１－１ 札幌第一合同庁舎３・６・８・９階 （代）０１１－７０９－２３１１ 

 ● 総     務    部  総務課 ・ 労働保険徴収課 

 ● 労働基準部  監督課 ・ 安全課 ・ 健康課 ・ 賃金室 ・ 労災補償課 

 ● 職業安定部  職業安定課 ・ 職業対策課 ・ 需給調整事業課 ・ 訓練室 

 ●  雇用環境・均等部  企画課 ・ 指導課 

 

 

 

 

労働基準監督署 (本署、支署、駐在事務所) 

     名    称       電話番号                                                        〒 所在地 

札幌中央        011(737)1190 〒060-8587  札幌市北区北８条西２丁目１－１ 札幌第一合同庁舎 

札幌東                          011(894)1120 〒004-8518  札幌市厚別区厚別中央２条１丁目２－５ 

函  館                           0138(23)1276  〒040-0032   函館市新川町２５－１８ 函館地方合同庁舎 

江差駐在事務所         0139(52)1028 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町１６７ 江差地方合同庁舎 

小  樽                           0134(33)7651  〒047-0007  小樽市港町５－２ 小樽地方合同庁舎 

岩見沢                           0126(22)4490  〒068-0005  岩見沢市５条東１５丁目７－７ 岩見沢地方合同庁舎 

旭  川                           0166(35)5901 〒078-8505  旭川市宮前１条３丁目３－１５ 旭川合同庁舎西館 

帯  広                           0155(22)8100 〒080-0016  帯広市西６条南７丁目３ 帯広地方合同庁舎 

滝    川                           0125(24)7361 〒073-8502  滝川市緑町２丁目５－３０ 

北    見                           0157(23)7406  〒090-8540 北見市青葉町６－８ 北見地方合同庁舎 

室    蘭                           0143(23)6131  〒051-0023 室蘭市入江町１－１３ 室蘭地方合同庁舎 

苫小牧                           0144(33)7396  〒053-8540 苫小牧市港町１丁目６－１５ 苫小牧港湾合同庁舎 

釧    路                           0154(42)9711 〒085-8510  釧路市柏木町２－１２ 

名    寄                           01654(2)3186   〒096-0014 名寄市西４条南９丁目１６ 

留    萌                           0164(42)0463   〒077-0048 留萌市大町２丁目１２   留萌地方合同庁舎 

稚    内                           0162(23)3833 〒097-0001 稚内市末広３丁目３－１ 

浦    河                          0146(22)2113    〒057-0034 浦河郡浦河町堺町西１丁目３－３１ 

小樽倶知安支署    0136(22)0206    〒044-0011 虻田郡倶知安町南１条東３丁目１ 倶知安地方合同庁舎 

ホームページ   https://jsite.mhlw.go. jp/hokkaido-roudoukyoku/  
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名称 電話番号 〒所在地  

札幌 011(562)0101 〒064-8609 札幌市中央区南１０条西１４丁目 

札幌東 011(853)0101 〒062-8609 札幌市豊平区月寒東1条3丁目2-10 

江別出張所 011(382)2377 〒067-0014 江別市４条１丁目10 

札幌北 011(743)8609 〒065-8609 札幌市東区北１６条東４丁目3-1 

函館 0138(26)0735 〒040-8609 函館市新川町２６-６ 函館地方合同庁舎分庁舎 

江差出張所 0139(52)0178 〒043-8609 檜山郡江差町字姥神町１６７ 江別地方合同庁舎 

八雲出張所 0137(62)2509 〒049-3113 二海郡八雲町相生町１０８-８ 

旭川 0166(51)0176 〒070-0902 旭川市春光町１０-５８ 

富良野出張所 0167(23)4121 〒076-8609 富良野市緑町９-１ 

帯広 0155(23)8296 〒080-8609 帯広市西５条南５丁目２ 

池田分室 015(572)2561 〒083-0022 中川郡池田町字西２条２丁目１０ 

北見 0157(23)6251 〒090-0018 北見市青葉町６-８ 北見地方合同庁舎 

遠軽出張所 0158(42)2779 〒099-0403 紋別郡遠軽町１条通北４丁目1 

美幌分室 0152(73)3555 〒092-0004 網走郡美幌町仲町１丁目４４ 

紋別 0158(23)5291 〒094-8609 紋別市南が丘町７丁目４５－３３ 

小樽 0134(32)8689 〒047-8609 小樽市色内１丁目１０-１５ 

余市分室 0135(22)3288 〒046-0004 余市郡余市町大川町２丁目２６ 

滝川 0125(22)3416 〒073-0023 滝川市緑町２丁目５-１ 

砂川出張所 0125(54)3147 〒073-0166 砂川市西６条北５丁目１ 

深川分室 0164(23)2148 〒074-0001 深川市１条１８-１０ 

釧路 0154(41)1201 〒085-0832 釧路市富士見町３丁目２-３ 

室蘭 0143(22)8689 〒051-0022 室蘭市海岸町１丁目２０-２８ 

伊達分室 0142(23)2034 〒052-0025 伊達市網代町５－４ 

岩見沢 0126(22)3450 〒068-8609 岩見沢市５条東１５丁目７-７ 岩見沢地方合同庁舎 

稚内 0162(34)1120 〒097-8609 稚内市末広４丁目１-２５ 

岩内 0135(62)1262 〒045-8609 岩内郡岩内町字相生１９９-１ 

倶知安分室 0136(22)0248 〒044-0011 虻田郡倶知安町南１条東３丁目１ 倶知安地方合同庁舎 

留萌 0164(42)0388 〒077-0048 留萌市大町２丁目１２ 留萌地方合同庁舎 

名寄 01654(2)4326 〒096-8609 名寄市西５条南１０丁目２－２ 

士別出張所 0165(23)3138 〒095-8609 士別市東４条３丁目１－１７ 

浦河 0146(22)3036 〒057-0033 浦河郡浦河町堺町東１丁目５-２１ 

静内分室 0146(42)1734 〒056-0017 日高郡新ひだか町静内御幸町2丁目1-40 ショッピングセンターピュア3階 

網走 0152(44)6287 〒093-8609 網走市大曲１丁目１-３ 

苫小牧 0144(32)5221 〒053-8609 苫小牧市港町１丁目６-１５ 苫小牧港湾合同庁舎 

根室 0153(23)2161 〒087-8609 根室市弥栄町１丁目１８ 根室地方合同庁舎 

中標津分室 0153(72)2544 〒086-1002 標津郡中標津町東２条南２丁目1-1 中標津経済センタービル1階 

千歳 0123(24)2177 〒066-8609 千歳市東雲町４丁目２－６ 

夕張出張所 0123(52)4411 〒068-0403 夕張市本町５丁目５ 

マザーズハローワーク札幌 011(233)0301 〒060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル5階 

札幌わかものハローワーク 011(233)0202 〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目三井生命札幌共同ビル7階 

ハローワークプラザ札幌 011(242)8689 〒060-0004 札幌市中央区北４条西５丁目 三井生命札幌共同ビル5階 

札幌新卒応援ハローワーク 011(233)0222 〒060-0004 札幌市中央区北4条西5丁目三井生命札幌共同ビル9階 

ハローワークプラザ函館 0138(45)8609 〒041-0806 函館市美原1丁目4-3 エスポワール石沢ビル 

しごとプラザ帯広 0155(26)1810 〒080-0012 帯広市西２条南12丁目4 エスタ帯広東館2階 

ハローワークプラザ釧路 0154(23)8609 〒085-0016 釧路市錦町2-4 釧路フィッシャーマンズワーフMOO2階 

ハローワークプラザ中島 0143(47)8103 〒050-0074 室蘭市中島町2丁目24-1 栗林中島ビル1階 

ハローワークプラザ苫小牧 0144(35)8689 〒053-0022 苫小牧市表町5丁目11-5 ふれんどビル3階 

ハローワークプラザ北２４ 011(738)3163 〒011-0024 札幌市北区北24条西5丁目 札幌サンプラザ1階 

ハローワーク（本所２２、出張所８、分室８、プラザ等１０） 公共職業安定所 


